
２０２３年１１月２４日 

 

各 位 

 

証券会員制法人 札幌証券取引所 

 

 

パブリック・コメントの実施について 

 

本所は、下記の要領で、パブリック・コメントの募集（規制の設定又は改廃についてのご意見募集）を実

施することといたしましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１．パブリック・コメントの内容 

・上場会社の内部管理体制等の改善の実効性向上に向けた特設注意市場銘柄制度の見直し等について 

２．意見提出方法等 

（１）募集期間：２０２３年１１月２４日（金）～２０２３年１２月７日（木） 

（２）提出方法：郵送、ファクシミリ、Ｅ－ｍａｉｌ 

（３）提出先 

① 郵送の場合…〒060-0061 札幌市中央区南１条西５丁目 14－１ 

証券会員制法人 札幌証券取引所 自主規制部 

② ファクシミリの場合…ＦＡＸ：011-251-0840 

③ E-mailの場合…本所ホームページ（URL…https://www.sse.or.jp/archives/publiccomment） 

上の入力フォームから提出して下さい。 

３．公表資料の入手方法 

本所ホームページ及び本所窓口での配布 

４．意見等処理方法 

提出期限の翌日以降、本所ホームページに掲載いたします。 

 

以 上 

【お問合せ先】 

証券会員制法人 札幌証券取引所 

自主規制部 

ＴＥＬ ０１１－２４１－１１３５ 

https://www.sse.or.jp/archives/publiccomment


 

 

上場会社の内部管理体制等の改善の実効性向上に向けた特設注意市場銘柄制度の見直し等について 

 

２０２３年１１月２４日 

証券会員制法人札幌証券取引所 

 

Ⅰ．趣旨 

本所では、重大な上場規則違反を行った会社に対して、内部管理体制等の改善を促すため、２００８年に特設注意市場銘柄制度を導入しまし

た。２０１３年には、より早期の改善を促す観点から、指定期間を短縮するなどの見直しを実施しています。 

２０１３年の見直し以降に他の金融商品取引所における特設注意市場銘柄へ指定された銘柄の状況をみると、内部管理体制等の改善は従前よ

りは早期に完了している傾向にありますが、体制整備すら未了のまま１年経過後の審査を迎え、指定を継続する事例も一定程度生じている状況

です。 

また、他の金融商品取引所における解除審査の時点においては、内部管理体制等の改善が認められるものの、事業の継続性や収益性等の問題

により、今後においても、整備された内部管理体制等が維持され、適切に運用されるかどうかについて継続的な確認が必要と考えられる事例も

生じています。 

こうした状況を踏まえ、証券市場の更なる信頼性向上に向けて、特設注意市場銘柄制度について、上場会社に早期の内部管理体制等の整備を

求めるとともに、改善した内部管理体制等の定着を図ることでその実効性を高めていく観点から、所要の制度整備を行います。 

 

Ⅱ．概要 

項目 内容 備考 

１．特設注意市場銘

柄制度の見直し 

 

 

 

 （１）指定解除要

件の明確化 

・内部管理体制等が適切に整備・運用されていると本所

が認める場合に、指定を解除することを明確化します。 

※ 現在は、内部管理体制等に問題があると認められない場

合に指定を解除することとしていますが、上場会社に対

して、内部管理体制等の適切な整備に加えて、適切な運

用を求める観点から、指定解除の要件を明確化するもの



 

 

です。 

  ・ あわせて、内部管理体制等に関する審査の観点につい

て、本則市場又はアンビシャスの新規上場審査における

観点と共通化します。 

  ・ ただし、内部管理体制等が適切に整備・運用されている

と本所が認める場合であって、事業の継続性・収益性が

確保されていることが確認できていない場合等の取扱

いは、「１．（３）経過観察期間の新設」をご確認くださ

い。 

 

 （２）整備に係る

期間の厳格化 

・ 指定から１年経過後の審査までに、内部管理体制等

を適切に整備することを求めることとします。 

※ 現在は、指定から１年経過後の審査において、内部管理

体制等が適切に整備されていると認められない場合で

も、今後の改善が見込まれる場合には６か月指定を継続

することとしていますが、早期の体制整備を求める観点

から、内部管理体制等の整備に係る期間を１年に厳格化

し、１年以内に内部管理体制等が適切に整備されている

と認められない場合には、上場を廃止します。 

・ 指定から１年経過後の審査において、内部管理体制等が

適切に整備されているものの、適切に運用されていると

認められない場合は、２回目の審査まで、指定を継続で

きる点に変更ありません。ただし、２回目の審査につい

ては、事業年度ベースで運用状況等の確認を行うととも

に、直近の内部統制報告書や内部統制監査報告書の記載

の状況を勘案する観点から、１年経過後の審査による指

定継続後に到来する事業年度の末日から３か月以内に、



 

 

上場会社が提出する内部管理体制確認書に基づき行う

こととします。 

 

 （３）経過観察期

間の新設 

 ※ 現在は、審査時点で内部管理体制等に問題があると認め

られない場合は指定を解除することとしていますが、事

業の継続性・収益性が確保されていると認められない場

合などは、内部管理体制等が適切に維持・運用されなく

なるリスクが高いと考えられることから、最長で３事業

年度の間、指定を継続し、内部管理体制等の整備・運用

状況について継続的に審査を行うことで、改善の定着を

図ろうとするものです。 

 

  ① 対象会社 ・ 本所は、２回目の審査までに内部管理体制等が適切に

整備・運用されていると認められた上場会社のうち、

次のａ又はｂに定める場合に該当する会社について、

指定を継続します。 

ａ 事業の継続性・収益性が確保されていると認めら

れない場合 

・ 事業の継続性・収益性が確保されているかどうかについ

ては、財務諸表等に継続企業の前提に関する事項が注記

されていないことに加え、本則市場の上場会社について

は、安定的な事業運営を行うことが可能な水準として、

新規上場時に求めている利益の額及び純資産の額に関

する基準を満たしていることを確認することとします。 

  ｂ 以下の（ａ）又は（ｂ）の基準に該当した場合 

（ａ）本則市場の上場会社 

項目 基準 

株主数 150人未満 

流通株式数 1,000単位未満 

流通株式比率 上場株式数の５％未満 

売買高 毎年 12月末日以前１年間における

・ １．（３）①ｂ（ａ）及び（ｂ）の基準については、株券

上場廃止基準及び同基準の取扱いを準用することとし

ます。 

 

 

 

 



 

 

月平均売買高が２単位未満 

（国内の他の金融商品取引所に上

場されている株券については、本

所及び国内の他の金融商品取引所

における合計） 

上場時価総額 ５億円未満又は上場株式数に２を

乗じて得た数値に満たない場合 

債務超過 債務超過の状態となった場合 

業績 最近４連結会計年度における営業

利益及び営業活動によるキャッシ

ュフローの額が負である場合 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ｂ）アンビシャスの上場会社 

項目 基準 

株主数 100人未満 

売買高 毎年 12月末日以前１年間における

月平均売買高が２単位未満 

（国内の他の金融商品取引所に上

場されている株券については、本

所及び国内の他の金融商品取引所

における合計） 

上場時価総額 ２億円未満又は上場株式数に２を

乗じて得た数値に満たない場合 

債務超過 債務超過の状態となった場合 

業績 最近４連結会計年度における営業

利益及び営業活動によるキャッシ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ュフローの額が負である場合 
 

 

 

  ② 確認事項と

審査上の取扱

い 

・ 本所は、「①対象会社」に該当し、指定を継続した上

場会社の内部管理体制等の整備・運用状況等につい

て、各事業年度の終了後に審査を行い、次のとおり取

り扱うこととします。 

 

（１事業年度目及び２事業年度目） 

ａ 内部管理体制等が適切に整備・運用されている

と認める場合であって、「①対象会社」に該当しな

いこととなったとき 

指定解除 

ｂ 内部管理体制等が適切に整備・運用されている

と認める場合であって、「①対象会社」に該当して

いるとき 

指定継続 

  ｃ 再び内部管理体制等が適切に整備・運用されて

いると認められない状態となった場合 

上場廃止 

 

（３事業年度目） 

ａ 内部管理体制等が適切に整備・運用されている

と認める場合 

指定解除 

ｂ 再び内部管理体制等が適切に整備・運用されて

・ 各事業年度の審査は、事業年度の末日から３か月以内

に、上場会社が提出する内部管理体制確認書に基づき実

施します。 

・ また、期中において、重大な金商法違反や上場規則違反

が新たに生じた場合、整備された経営管理組織や社内諸

規則等と実際の運用に大きな乖離があると本所が認め

た場合など、内部管理体制等が適切に整備・運用されて

いるかどうかについて審査することが必要と認める場

合にも実施するものとします。 

・ 事業の大幅な見直しや親会社の異動などの環境変化が

生じた場合は、審査において、そうした変化に応じて必

要な内部管理体制等が適切に更新され、適切に運用され

ているかどうかについても確認します。 

・ 「①対象会社」に該当し、指定を継続されたアンビシャ

ス上場会社が、上場市場の変更申請を行い、上場市場の

変更審査に適合した場合には、内部管理体制等が適切に

整備・運用されていること及び事業の継続性・収益性が

確保されていることが確認されたものとして、市場変更

日に指定を解除します。 



 

 

いると認められない状態となった場合 

上場廃止 

 

  ③整備・運用状

況の開示 

・ 「①対象会社」に該当し、指定を継続された上場会社

は、原則として年１回以上、内部管理体制等の整備・

運用状況について開示するものとします。 

・ 指定継続後に到来する事業年度の末日から３か月以内

に開示を行うものとします。なお、内部管理体制等の整

備状況については、例えば、事業の大幅な見直しや親会

社の異動などの環境変化が生じた場合において、当該変

化を踏まえた内部管理体制等の整備状況の変更がある

場合に、その内容について開示するものとします。 

・ また、定期的な開示に加えて、本所が必要と認めた場合

にも開示を行うものとします。 

・ 内部管理体制等の改善の実効性を確保する観点から、事

業の継続性や収益性等の改善に向けた取組や進捗につ

いてもあわせて開示するものとします。 

 （４）その他   

  ①呼称の見直し ・ 現行の「特設注意市場銘柄」について、「特別注意銘

柄」へ呼称を変更します。 

※ 制度の基本的な機能を変更するものではありませんが、

市場区分として独立したものではないこと、また、今回

の見直しにより、上場会社が現に所属している市場区分

に応じて、内部管理体制等の整備・運用状況や、事業の

継続性・収益性等について確認を行うこととなることを

踏まえ、投資者の分かりやすさの観点から呼称を変更す

るものです。 

   

  ②指定解除後の

状況報告制度

・ 本所は、指定が解除された上場会社に対して、指定解

除から５年が経過するまでの間、内部管理体制等の整

・ 提出された改善状況報告書は、公衆縦覧に供するものと

します。 



 

 

の新設 備・運用状況を記載した改善状況報告書の提出を求め

ることができるものとします。 

   

２．その他 ・ その他所要の改正を行います。  

   

 

Ⅲ．実施時期（予定） 

 ・２０２４年１月を目途に実施します。 

 ・１．（１）から（３）までに関しては、施行日以後に特別注意銘柄の指定を行う会社から適用します。 

 

以上 
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